
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 

＜児童福祉法の抜本的改正

〇「子どもが権利の主体であること」を位置
付け（法第１条）

〇「国及び地方公共団体は、児童の保護者と
ともに、児童を心身共に健やかに育成する
責任を負う」

〇「子どもの
第３条の２）

＜社会的養育

〇策定に当たって踏まえるべき基本的考え方
や留意点のポイント

(1)在宅での支援から養子縁組、代替養育や
自立支援まで一体的かつ全体的に推進

(2)地域の実情
念頭に置き、数値目標と期限を設定

(3)令和元年度末までに新たな計画を策定

＜新しい社会的養育ビジョン
 
〇改正児童福祉
改革の工程と
(1)市町村を中心とした支援体制の構築
(2)児童相談所の機能強化と一時保護改革
(3)代替養育における「家庭養育優先

の徹底
(4)永続的解決（養子縁組）の徹底
(5)子どもの自立支援の徹底
 

＜計画策定の背景＞

〇平成

「新しい社

た取組

を徹底し、子どもの最善の利益

ことが求められ

〇このため、

計画」

に「山形県社会的

【里親委託率の目標値】
３歳未満
３歳以上就学前
学童期以降

【本県の取組
「山形県社会的養育推進計画検討
を設置し

 計画策定の趣旨

＜児童福祉法の抜本的改正

「子どもが権利の主体であること」を位置
（法第１条）

国及び地方公共団体は、児童の保護者と
ともに、児童を心身共に健やかに育成する
責任を負う」と規定
「子どもの家庭養育優先原則
第３条の２） 

社会的養育推進計画策定要領
（H30.7 厚生労働

〇策定に当たって踏まえるべき基本的考え方
や留意点のポイント
在宅での支援から養子縁組、代替養育や
自立支援まで一体的かつ全体的に推進
地域の実情を踏まえつつ、政府の
念頭に置き、数値目標と期限を設定
令和元年度末までに新たな計画を策定

新しい社会的養育ビジョン

児童福祉法の理念
改革の工程と具体的な
市町村を中心とした支援体制の構築
児童相談所の機能強化と一時保護改革
代替養育における「家庭養育優先
の徹底（里親委託
永続的解決（養子縁組）の徹底
子どもの自立支援の徹底

＜計画策定の背景＞

平成 28 年改正児童福祉法の理念

新しい社会的養育ビジョン」

た取組みを通じて、「家庭養

を徹底し、子どもの最善の利益

ことが求められ

このため、現行計画

」H27.3 策定

に「山形県社会的

【里親委託率の目標値】
３歳未満    
歳以上就学前 

学童期以降   

【本県の取組状況
「山形県社会的養育推進計画検討
を設置し、計画策定に向け

計画策定の趣旨 

＜児童福祉法の抜本的改正(H28.6)

「子どもが権利の主体であること」を位置
（法第１条） 

国及び地方公共団体は、児童の保護者と
ともに、児童を心身共に健やかに育成する

と規定(法第２条
家庭養育優先原則

推進計画策定要領
厚生労働省子ども家庭局長通知）

〇策定に当たって踏まえるべき基本的考え方
や留意点のポイント 
在宅での支援から養子縁組、代替養育や
自立支援まで一体的かつ全体的に推進

を踏まえつつ、政府の
念頭に置き、数値目標と期限を設定
令和元年度末までに新たな計画を策定

新しい社会的養育ビジョン

法の理念に基づく社会的養育
具体的な数値目標

市町村を中心とした支援体制の構築
児童相談所の機能強化と一時保護改革
代替養育における「家庭養育優先

里親委託の推進
永続的解決（養子縁組）の徹底
子どもの自立支援の徹底

＜計画策定の背景＞ 

年改正児童福祉法の理念

会的養育ビジョン」

を通じて、「家庭養

を徹底し、子どもの最善の利益

ことが求められている。 

現行計画(｢山形県家庭養育推進

策定)を全面的に見直し、

に「山形県社会的養育推進計画」を策定

【里親委託率の目標値】 
 概ね５年以内に
 概ね７年以内に
 概ね10年以内に

状況】 
「山形県社会的養育推進計画検討

、計画策定に向け

 

(H28.6)の理念

「子どもが権利の主体であること」を位置

国及び地方公共団体は、児童の保護者と
ともに、児童を心身共に健やかに育成する

法第２条) 
家庭養育優先原則」を明記

推進計画策定要領＞ 
省子ども家庭局長通知）

〇策定に当たって踏まえるべき基本的考え方

在宅での支援から養子縁組、代替養育や
自立支援まで一体的かつ全体的に推進

を踏まえつつ、政府の
念頭に置き、数値目標と期限を設定
令和元年度末までに新たな計画を策定

新しい社会的養育ビジョン(H29.8)＞

に基づく社会的養育
数値目標 

市町村を中心とした支援体制の構築
児童相談所の機能強化と一時保護改革
代替養育における「家庭養育優先

の推進） 
永続的解決（養子縁組）の徹底 
子どもの自立支援の徹底 

年改正児童福祉法の理念のもと、

会的養育ビジョン」で掲げられ

を通じて、「家庭養育優先原則」

を徹底し、子どもの最善の利益を実現する

 

山形県家庭養育推進

全面的に見直し、

養育推進計画」を策定

概ね５年以内に 75％
概ね７年以内に 75％

年以内に50％

「山形県社会的養育推進計画検討
、計画策定に向け検討中

の理念＞ 

「子どもが権利の主体であること」を位置

国及び地方公共団体は、児童の保護者と
ともに、児童を心身共に健やかに育成する

明記（法

省子ども家庭局長通知） 

〇策定に当たって踏まえるべき基本的考え方

在宅での支援から養子縁組、代替養育や
自立支援まで一体的かつ全体的に推進 

を踏まえつつ、政府の目標を
念頭に置き、数値目標と期限を設定 
令和元年度末までに新たな計画を策定 

＞ 

に基づく社会的養育

市町村を中心とした支援体制の構築 
児童相談所の機能強化と一時保護改革 
代替養育における「家庭養育優先原則」

のもと、

で掲げられ

育優先原則」

を実現する

山形県家庭養育推進

全面的に見直し、新た

養育推進計画」を策定 

％以上 
％以上 
％以上 

会議」
 

 

 

 

 

 

（２）

 
１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考

２

３．市町村の子ども

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の

５．里親等への委託の推進に向けた取組み

６．パーマネンシー保障としての

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

８．一時保護改革に向けた取組み

９．社会的養護自立支援の推進に向けた取組み

10

２

 

 

 

（１）基本的な考え方

 
 
「

 
 
〇児童相談所が計画の３本柱をはじめとする

〇

 

 
 

「山形県社会的養育

（２）計画の体系

 
１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考

え方及び全体像

２．当事者である子どもの権利擁護の取組

取・アドボカシー）

３．市町村の子ども

形県の取組み

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の

見込み 

５．里親等への委託の推進に向けた取組み

６．パーマネンシー保障としての

進のための支援体制の構築に向けた取組み

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

能化・機能転換に向けた取組み

８．一時保護改革に向けた取組み

９．社会的養護自立支援の推進に向けた取組み

10．児童相談所の強化等に向けた取組み

２ 計画の概要

（１）基本的な考え方

 
 
以下を３本柱として社会的養育の体制整備を推進

①「家庭」において心身共に健やかに養育されるよ
う、在宅支援を推進

②「家庭における養育環境
いて継続的に養育されるよう養子縁組、里親や
ファミリーホームへの委託を推進

③「良好な家庭的環境」において養育されるよう、
施設の小規模かつ地域分散化
等)を推進

「家庭養育優先原則

  
 
〇児童相談所が計画の３本柱をはじめとする

の中心的役割を果た

がら社会的養護

〇専門職員（児童福祉司、児童心理司等）を計画的に配

置し、児童相談所の体制を強化

 

 
 

児童相談所の強化

①里親養育支援のための児童福祉司を配置

②市町村を支援するための児童福祉司を配置

山形県社会的養育

計画の体系 

１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考

え方及び全体像 

当事者である子どもの権利擁護の取組

取・アドボカシー）

３．市町村の子ども家庭支援体制の構築等に向けた山

形県の取組み 

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の

５．里親等への委託の推進に向けた取組み

６．パーマネンシー保障としての

進のための支援体制の構築に向けた取組み

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

能化・機能転換に向けた取組み

８．一時保護改革に向けた取組み

９．社会的養護自立支援の推進に向けた取組み

．児童相談所の強化等に向けた取組み

計画の概要 

（１）基本的な考え方

以下を３本柱として社会的養育の体制整備を推進

「家庭」において心身共に健やかに養育されるよ
う、在宅支援を推進

「家庭における養育環境
いて継続的に養育されるよう養子縁組、里親や
ファミリーホームへの委託を推進

「良好な家庭的環境」において養育されるよう、
施設の小規模かつ地域分散化

を推進 

家庭養育優先原則」の

〇児童相談所が計画の３本柱をはじめとする

の中心的役割を果た

会的養護が必要な

専門職員（児童福祉司、児童心理司等）を計画的に配

置し、児童相談所の体制を強化

児童相談所の強化 

①里親養育支援のための児童福祉司を配置

②市町村を支援するための児童福祉司を配置

山形県社会的養育

１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考

当事者である子どもの権利擁護の取組

取・アドボカシー） 

家庭支援体制の構築等に向けた山

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の

５．里親等への委託の推進に向けた取組み

６．パーマネンシー保障としての

進のための支援体制の構築に向けた取組み

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

能化・機能転換に向けた取組み

８．一時保護改革に向けた取組み

９．社会的養護自立支援の推進に向けた取組み

．児童相談所の強化等に向けた取組み

（１）基本的な考え方 

以下を３本柱として社会的養育の体制整備を推進

「家庭」において心身共に健やかに養育されるよ
う、在宅支援を推進 

「家庭における養育環境と同様の養育環境」にお
いて継続的に養育されるよう養子縁組、里親や
ファミリーホームへの委託を推進

「良好な家庭的環境」において養育されるよう、
施設の小規模かつ地域分散化

」の徹底 

〇児童相談所が計画の３本柱をはじめとする

の中心的役割を果たすととも

が必要な子どもの自立を強力に支援

専門職員（児童福祉司、児童心理司等）を計画的に配

置し、児童相談所の体制を強化

①里親養育支援のための児童福祉司を配置

②市町村を支援するための児童福祉司を配置

山形県社会的養育

１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考

当事者である子どもの権利擁護の取組

家庭支援体制の構築等に向けた山

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の

５．里親等への委託の推進に向けた取組み

６．パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推

進のための支援体制の構築に向けた取組み

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

能化・機能転換に向けた取組み 

８．一時保護改革に向けた取組み 

９．社会的養護自立支援の推進に向けた取組み

．児童相談所の強化等に向けた取組み 

以下を３本柱として社会的養育の体制整備を推進

「家庭」において心身共に健やかに養育されるよ

と同様の養育環境」にお
いて継続的に養育されるよう養子縁組、里親や
ファミリーホームへの委託を推進 

「良好な家庭的環境」において養育されるよう、
施設の小規模かつ地域分散化(グループホーム

〇児童相談所が計画の３本柱をはじめとする

すとともに、関係機関と連携

子どもの自立を強力に支援

専門職員（児童福祉司、児童心理司等）を計画的に配

置し、児童相談所の体制を強化 

①里親養育支援のための児童福祉司を配置

②市町村を支援するための児童福祉司を配置

山形県社会的養育推進計画

１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考

当事者である子どもの権利擁護の取組み（意見聴

家庭支援体制の構築等に向けた山

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の

５．里親等への委託の推進に向けた取組み 

特別養子縁組等の推

進のための支援体制の構築に向けた取組み 

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

９．社会的養護自立支援の推進に向けた取組み 

 

以下を３本柱として社会的養育の体制整備を推進

「家庭」において心身共に健やかに養育されるよ

と同様の養育環境」にお
いて継続的に養育されるよう養子縁組、里親や

 

「良好な家庭的環境」において養育されるよう、
グループホーム

〇児童相談所が計画の３本柱をはじめとする施策推進

、関係機関と連携

子どもの自立を強力に支援

専門職員（児童福祉司、児童心理司等）を計画的に配

①里親養育支援のための児童福祉司を配置 

②市町村を支援するための児童福祉司を配置 など 

推進計画

１．山形県における社会的養育の体制整備の基本的考 

（意見聴

家庭支援体制の構築等に向けた山 

４．各年度における代替養育を必要とする子ども数の 

特別養子縁組等の推 

７．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機 

以下を３本柱として社会的養育の体制整備を推進 

「家庭」において心身共に健やかに養育されるよ

と同様の養育環境」にお
いて継続的に養育されるよう養子縁組、里親や

「良好な家庭的環境」において養育されるよう、
グループホーム

施策推進

、関係機関と連携しな

子どもの自立を強力に支援 

専門職員（児童福祉司、児童心理司等）を計画的に配

推進計画」の

 （３）主な取組み

① 在宅支援の推進（

〇市町村子ども家庭総合支援拠点
センター

※１

※２

 ＜市町村子ども家庭総合支援拠点＞
  
 ＜
  

② 里親委託

〇乳幼児
であることから、

〇学童期以降の子ども
ッチングに十分な時間をかけながら

【里親

③ 施設の小規模かつ地域分散化の推進

〇児童養護施設の
ホーム

 【児童養護施設

 （４）計画の

〇令和２年度から令和
〇前、後期（各５年間）の目標を設定、中間年の令和６年度末に見直し

④ 社会的養護

 〇代替養育

自立支援及び

 〇各種奨学金や政府の事業、県独自の助成等
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